
富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、富山市補助金等交付規則（平成１７年富山市規則第３６号。以

下「規則」という。）第２４条の規定に基づき、富山市はじめの一歩創業者サポート

事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、規則に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（交付の目的） 

第２条　市長は、新たな事業の立ち上げを促進し、地域経済の更なる活性化を図るた

め、富山市内（以下「市内」という。）で新たに創業する者や創業間もない者に対し、

予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

（定義） 

第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 創業　事業を営んでいない個人が、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

２９条に規定する開業等の届出により市内において新たに事業を開始する場合

又は新たに法人の設立登記を行い、事業を開始する場合をいう。ただし、法人に

あっては代表者を含めた役員すべてが事業を営んでいない個人又は他の法人の

役員となっていない場合に限る。 

(2) 創業の日　個人にあっては管轄する税務署に提出した個人事業の開業・廃業等

届出書に記載された開業日を、法人にあっては登記簿謄本に記載された設立年月

日をいう。 

(3) 会社　会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項に規定する会社をいう。 

(4) 中小企業　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中

小企業者及び小規模企業者をいう。 

(5) 大企業　前号以外の会社をいう。 

(6) みなし大企業　次のいずれかに該当する中小企業をいう。 

　ア　一の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の２分の１以上を単独に所有

又は出資している場合 

　イ　複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は

出資している場合 

　ウ　役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合 

(7) 特定創業支援等事業　産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１２７

条の認定を受けた富山市創業支援等事業計画（平成２６年３月２０日経済産業大

臣及び総務大臣認定。）における特定創業支援等事業をいう。 

 

（補助対象者） 

第４条　補助の対象となる者は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。 



　(1) 会社又は個人であって、補助金の実績報告までに市内で創業する者又は補助金

の交付申請時において創業の日から３年を経過しない者であること。 

(2) 交付申請時において、特定創業支援等事業による支援を受けてから３年を経過

しない者であり、富山市から証明書の交付を受けた者であること。 

(3) 事業計画書（様式第２号）について、富山商工会議所又は富山市北商工会、富

山市南商工会、富山市八尾山田商工会から認定を受けた者であること。 

　(4) 補助事業の完了の日までに、市内に住民登録又は市内を本店所在地とした法人

登記が行われていること。 

　(5) 市税を滞納していないこと。（補助金の交付申請時に市内に住所を有さない者

又は市内に所在していない者にあっては、住所地又は所在地における市区町村民

税を滞納していない者） 

　(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は

同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有するものでないこと。 

　(7) 個人事業主又は他の法人の登記上の代表者としての経験がない者であること。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号の要件のいずれかに該当する者は、補助金の

対象としない。 

　(1) 主たる事業が別表１の補助対象外業種に該当する事業である者 

　(2) 大企業又はみなし大企業である者 

  (3) 主たる事業がフランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基

づく事業である者 

　(4) 主たる事業が常時従事する者を必要としない事業である者 

　(5) 富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地、富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地

研修センター、とやまインキュベータ・オフィス及び富山新産業支援センターに

入居している者又は過去に入居していた者 

　(6) 過去に補助金又は富山市チャレンジ創業応援補助金の交付を受けた者。ただし、

前年度に補助金の交付を受け、前年度から継続して事業所賃借料を補助対象経費

とする補助金の交付を受けようとする場合はこの限りではない。 

（補助対象経費） 

第５条　補助の対象となる経費の区分、補助率及び補助上限額は、別表２に定めると

おりとする。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は対象としない。 

(1) 他の機関又は制度において助成を受けた経費 

(2) 第７条に規定する交付の決定以前に着手した経費 

(3) 消費税及び地方消費税 

（交付の申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者は、富山市はじめの一歩創業者サポート事



業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し 

(4) 住民票の写し（創業前の者又は個人事業主の場合） 

(5) 登記事項証明書の写し（創業している会社の場合） 

(6) 市税の納税証明書 

(7) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（個人事業主であり届出済の場合） 

(8) 営業の許認可の写し（許認可を必要とする業種で取得済の場合） 

(9) 見積書等の積算金額の根拠書類 

(10)その他市長が必要と認める書類 

２　前項の規定にかかわらず、前年度に補助金の交付決定を受けている場合において、

前年度から継続して事業所賃借料を補助対象経費とする補助金の交付を受けよう

とするときは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の３月末日までに、

富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金交付申請書（様式第４号）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 収支予算書（様式第３号） 

(2) 市税の納税証明書 

(3) 賃貸契約書等の積算金額の根拠書類 

(4) 交付初年度の交付決定通知書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金

を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、富山市はじめの一歩創業者

サポート事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により、当該申請をした者に通

知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条　規則第７条第１項の規定により申請を取り下げようとするときは、交付決定

の通知を受けた日から１４日以内に富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助

金交付申請取下書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（事業計画の変更等の承認） 

第９条　第７条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、事業計画等の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若し

くは廃止しようとするときは、富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金変更

交付（承認）申請書（様式第７号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

ただし、補助対象経費の２０パーセント以内の軽微な変更についてはこの限りでは

ない。 



２　市長は、前項の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認

すべきと認めたときは、富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金変更交付決

定（承認）通知書（様式第８号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条　補助事業者は、補助事業を完了したときは、完了後１０日又は交付申請年

度の３月末日のいずれか早い日までに富山市はじめの一歩創業者サポート事業補

助金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 事業実績書（様式第１０号） 

(2) 収支決算書（様式第１１号） 

(3) 領収書等支払いを証するものの写し 

(4) 事業により整備した事務所や設備等が確認できる写真 

(5) 住民票の写し（個人事業主で、交付申請時に市内に居住していない場合） 

(6) 登記事項証明書の写し（交付申請時に創業していない会社の場合） 

(7) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（個人事業主であり交付申請時に届出し

ていない場合） 

(8) 営業の許認可の写し（許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得

していない場合） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

２　前項の規定にかかわらず、前年度に補助金の交付決定を受けている場合において、

前年度から継続して事業所賃借料を補助対象経費とする補助金の交付決定を受け

た者は、３月末日までに、富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金実績報告

書（様式第１２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

ただし、３月より前に補助事業が完了する場合は、完了後１０日又は交付申請年度

の３月末日のいずれか早い日までに提出することとする。 

(1) 事業実績書（様式第１０号） 

(2) 収支決算書（様式第１１号） 

(3) 領収書等支払いを証するものの写し 

（補助金等の額の確定） 

第１１条　市長は、規則第１３条の規定により交付すべき補助金の額を確定したとき

は、富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金額確定通知書（様式第１３号）

により、補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１２条　市長は、規則第１５条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消し

たときは、富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金取消決定通知書（様式第

１４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条　市長は、規則第１６条の規定により補助金の返還を命ずるときは、富山市



はじめの一歩創業者サポート事業補助金返還命令書（様式第１５号）により、補助

事業者に通知するものとする。 

２　前項の規定により補助金の返還の請求を受けた補助事業者は、当該補助金を市長

が定める期限までに返還しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１４条　取得財産等のうち規則第１８条第２号の市長が定める機械及び重要な器

具は、補助事業により取得した全ての機械及び器具とする。 

２　財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数とする。 

３　補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された

取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、富山市はじめの一歩創業者サ

ポート事業補助金財産処分承認申請書（様式第１６号）を市長に提出し、市長の承

認を受けなければならない。 

４　市長は、補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があ

り、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させること

ができる。 

（補助金の経理） 

第１５条　補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補

助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければな

らない。 

２　補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前

項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

　（報告） 

第１６条　補助事業者は、交付申請年度の翌年度の初日から起算して３年間、毎年度

４月末日までにはじめの一歩創業者サポート事業補助金事業状況報告書（様式第１

７号）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１７条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長

が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

第１条　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（廃止期日） 

第２条　この要綱は、令和１３年３月３１日をもって廃止する。ただし、要綱第１２

条、第１３条、第１４条、第１５条及び第１６条の規定については、要綱の廃止後

も、なおその効力を有する。 

 



別表１（第４条関係） 

(1)一般枠 

　(2)特別枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助対象外業種（令和６年４月施行「日本標準産業分類」による） 

１　農業、林業（大分類Ａに含まれるもの） 

２　漁業（大分類Ｂに含まれるもの） 

３　金融業、保険業（大分類Ｊに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険

サービス業は除く） 

４　教育、学習支援業（大分類Ｏに含まれるもの） 

５　医療、福祉（大分類Ｐに含まれるもの） 

６　複合サービス事業（大分類Ｑに含まれるもの） 

７　サービス業（大分類Ｒに含まれるもののうち、以下に該当する業種） 

　ア　興信所（小分類 7291 に含まれるもの） 

　イ　易断所、観相業（細分類 7999 に含まれるもの） 

　ウ　競輪・競馬等の競走場、競技団（小分類 803 に含まれるもの） 

　エ　芸ぎ業、芸ぎ斡旋業（細分類 8094 に含まれるもの） 

　オ　場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業（細分類 8096 に含まれ

るもの） 

　カ　集金業、取立て業（細分類 9299 に含まれるもの） 

　キ　政治・経済・文化団体（中分類 93 に含まれるもの） 

　ク　宗教（中分類 94 に含まれるもの） 

　ケ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第５項に規定する営業及びそれらに類似する業種を営む者 

８ 公務（大分類Ｓに含まれるもの） 

９ その他補助対象とすることが適当でないと市長が認める業種

 補助対象外業種（令和６年４月施行「日本標準産業分類」による） 

製造業（大分類Ｅに含まれるもの）、情報通信業（大分類Ｇに含まれるもの）を除

く全ての業種



 

別表２（第５条関係） 

　(1)一般枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
補助対象経費 内容 補助率

補助上限

額

 

事業所改装費

事業所の開設に伴う外装工事及

び内装工事に要する費用 

（事業所以外の施設を併設して

いる場合は、事業所部分のみ対象

とする） 

（解体及び処分に要する経費は

対象としない）

１／２ 

（千円未満切

り捨て） 
５０万円

 

車両関連費

事業の遂行に必要な車両を購入

又は改造するために必要な経費

（用途を事業用に限定している

ものに限る）

 

機械設備導入費

事業の遂行に必要な機械設備を

購入するために必要な経費 

（事業所の床や壁等に固定して

使用するものに限る）

 

広告宣伝費

自社や自店、又は補助事業者が提

供する商品やサービス等を宣伝

するための広告宣伝費 

・新聞、雑誌、インターネット等

による広告宣伝費 

・パンフレット等の製作費 

・ホームページ制作費 

・展示会の出展費用（出展料、配

送料）



(2)特別枠　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助対象経費 内容 補助率 補助上限額

 

機械設備導入費

事業の遂行に必要

な機械設備を購入

するために必要な

経費（事業所の床

や壁等に固定して

使用するものに限

る）

１ / ２ 

（千円未満切り捨て）
２００万円

 

事業所賃借料 

主たる事業に供す

る事業用物件を賃

借するための経費 
（最大３６箇月

間） 
（事業所賃借料の

みを補助対象経費

とする申請は不可

とする。ただし、初

回交付申請年度の

翌年度以降は可と

する。）

初回交付申請年度： 

３／１０ 

初回交付申請年度の翌年

度：２／１０ 

初回交付申請年度の翌々

年度：１／１０ 

（千円未満切り捨て）

初回交付申請年

度：４．５万円／

月 

初回交付申請年

度の翌年度： 

３万円／月 

初回交付申請年

度の翌々年度： 

１．５万円／月


